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コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

当社の経営理念 

 

■ミッション 

未来の携帯端末がもたらす未来社会の実現に貢献します。 

 

■ビジョン 

わたしたちは刻一刻と変化していく時代の一歩先を読み、その時々に求めら

れるサービスを生み出し、世界に届けることこそが、お客さまにとってより

自由に、自分らしく生きられる社会を実現するために大切なことだと信じて

います。  
これからも、お客さまにとって、日々の生活を共に歩む一番近くのパートナ

ーでありたい。  
これからは、目まぐるしく変わる世の中をもっと便利にするための変革を起

こしていきたい。  
世の中を、一歩先へ。  
エムティーアイグループは、より良い未来社会の実現に貢献します。  

 
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 
 

当社は、透明性が高く健全な経営体制の確立、そして事業環境の変化に対応した迅速かつ

的確な意思決定システムの構築を重要な経営課題として捉えています。 

その一環として、取締役の任期を 1 年とし、毎年株主の皆様による信任の機会を設け、 

緊張感を持った経営を行っています。また、コンプライアンス（法令遵守）の強化・定着化を推進

しています。 

決算や重要な経営情報等については、IR ポリシーに基づき、タイムリーかつ適切な情報開示

を行い、また、ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを行うことにより、経営の透明性

を高め、市場との信頼関係構築に努めていきます。 

 

上記の考え方に基づき、経営理念の実現を目指すとともに、持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーからの信頼が得られるよう、常

に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その改善に継続的に取り組むことを目的として、以

下の方針を策定しました。 

 

1． 株主の権利・平等性確保 
 

（1） 当社は、株主総会が株主との対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、

株主の権利が平等かつ適切に行使できるように努めます。 

（2） 当社は、より多くの株主が株主総会に出席し、株主の意思をより多く経営に反映で

きるように開催日時、開催場所等を設定するとともに、株主が十分な検討期間を確

保できるよう、招集通知を早期に発送します。また、発送前に TDnet や当社ウェブサ

イト等で電子的に公表します。 

（3） 当社は剰余金の配当等の株主還元に関する基本方針を決定します。 

（4） 支配権の変動、大規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、MBO 等を含む）や買
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収防衛策については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観

点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保するとともに、

株主に十分な説明を行います。 

（5） 当社では、当社が役員や主要株主等との取引（関連当事者間取引）を行う場合、取

締役会規程の定めに基づき、取引毎に取締役会への事前承認および結果の報告

を行います。 

（6） 当社は、様 々な業界のパートナーとの関係 強 化 や協業 促 進 等を総 合的 に勘案し、

当社の企業価値の向上を図る観点から必要と考える株式を保有します。主要な政

策保有株式については、投資先企業の業績および株式保有の目的とその達成状況

等を取締役会において定期的に報告し、当該企業および当社の持続的な成長と中

長期的な企業価値の向上の観点から株主として議決権を適切に行使します。 

 

2． 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
 

(1) ステークホルダーとの適切な協働  

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上は、顧客、取引先、債権

者、従業員、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供または貢

献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。 

取締役会は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企

業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。 

 

(2) サステナビリティを巡る課題への取り組み 
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について積極的に取り

組み、自社の活動を通じて社会課題を解決していきます。また、その内容を当社ウェブサイト

等に開示します。 

 

(3) ダイバーシティの推進 

当社は、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観を尊重し、多様な人

材が能力を発揮できる環境づくりを推進していきます。 

 

(4) 内部通報制度  
当社では、内部通報に関する規程を策定し、法令上疑義のある行為等について従業員

が直接情報提供を行うためのコンプライアンス・ヘルプライン窓口を設置します。当社グルー

プの役職員が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合は、報告された内容の重要度

に応じて適切な対応を行います。また、当社グループの各部門と連携し再発防止策を策定

し、全社的にその内容を周知徹底します。 

 

 

3． 適切な情報開示と透明性の確保 
 

当社は、経営に関する重要な情報を、ポジティブな情報、ネガティブな情報に係わらず、積

極的かつ適時・適切に開示します。 
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4． 取締役会等の責務 
 

(1)  取締役会の役割  

取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、戦略的な方向付けを行うことを

主要な役割・責務の一つと捉え、具体的な経営戦略や中長期の経営計画等について建

設的な議論を行います。重要な業務執行の決定を行う場合には、上記の戦略的な方向付

けを踏まえます。中長期の経営計画が未達の場合には、その原因を分析し、株主に説明

し、その分析を次期以降の計画に反映させます。 

 

(2)  取締役および監査役の資質と候補者の選任手続  

取締役・監査役は、優れた人格および高い倫理観と共に、中長期的な企業価値を創造す

るために必要な知識・経験・能力を有し、その役割・責務を適切に果たすことができる者を

選任します。監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者を 1 名以上選

任します。取締役の候補者については、取締役会において、監査役の候補者について

は、監査役会の同意を得て、取締役会において、それぞれ決定します。 

 

 

(3) 取締役会の多様性  

取締役会はその役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体として 

バランスよく備えるよう、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模に

留意して取締役を選任するものとします。 

 

(4)  取締役会の規模 

取締役の定数については定款に定めるとおり 10 名以内とします。 

 

(5)  独立社外取締役  

取締役会の監督機能を高める観点から、取締役会で定められた「社外役員の独立性判断

基準」に則り、取締役の３分の１以上を独立社外取締役とします。独立社外取締役は以下

の役割を主に担うこととします。 
 

・持続的な成長・中長期的な企業価値の向上の観点からの助言 

・役員の選任・重要な意思決定への関与を通じた経営の監督 

・会社と役員との利益相反の監督 

・ステークホルダーの意見の取締役会への反映 

 

(6)  取締役の指名に対する社外者の関与・助言  

取締役会は、社外役員や社外の有識者等を過半数とする指名報酬委員会を設置し、適

切な関与・助言を得ることで透明性・公正性を確保します。 

 

指名報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割 

 指名報酬委員は社外役員や社外の有識者等を過半数とすることで透明性・公

正性を確保します。 

 指名報酬委員会では、取締役の選解任の方針および基準、取締役の報酬体

系および報酬決定の方針、後継者計画等の議案に関し取締役会からの諮問

を受け、検討を行い答申します。 
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(7)  社長（最高経営責任者）の後継者の育成とその決定 

当社は社長の後継者育成プログラムを策定し、取締役会はこの実行の監督を行います。 

 

(8)  取締役および監査役の報酬 

取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の向上に

向けて職責を負うことを考慮し、基本報酬、賞与（業績連動報酬）、株式報酬で構成しま

す。社外取締役については、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給しま

す。これらの報酬の内容の決定方針については、取締役会が指名報酬委員会の答申内

容を基に取締役会において決定します。また、各取締役の個人別の具体的な内容の決定

については、指名報酬委員会の答申内容を基に取締役会において決定します。 

監査役の報酬は、当社業績により変動することのない定額報酬のみを支給することとし、監

査役の協議により決定します。 

 

(9)  取締役会の運営 

当社は、重要な業務執行については取締役会で決定します。業務執行取締役の意見を

反映させつつ、業務執行取締役の相互牽制と社外取締役による監督を充実させることで

意思決定と監督機能を両立させます。一定の範囲の投融資、出資、人事、組織変更、規

程等に関する業務執行については、意思決定の迅速化を図る観点から、必要に応じて、

業務執行取締役などに決定権限を委譲します。具体的には、取締役会規程および職務

権限規程（職務権限基準・稟議関連事項一覧表）に基づき、意思決定機関および意思決

定者に対する決裁・承認、審議等に関する権限を明確に定めます。取締役会の議題、審

議時間および開催頻度は、重要な業務執行の決定および業務執行の監督のために、必

要かつ十分な議論が可能なように設定します。また、取締役会において建設的な議論・意

見交換ができるように、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮し、取締役会の

開催スケジュールや予想される審議事項については予め設定します。 

 

(10) 独立社外取締役のみを構成員とする会合  

当社は、必要に応じて、独立社外取締役のみを構成員とする会合を実施し、情報交換お

よび認識共有を図ります。 

 

(11) 取締役会評価  

取締役会において、毎年、取締役会全体の実効性について分析および評価を行い、その

評価結果の概要を公表します。 

 

(12) 情報入手と支援体制  

取締役が、その職務の遂行に必要となる情報について関連する部門へ情報や資料の提

供を要請した場合、当該部門は、その要請に基づく情報や資料を適宜提供します。 

 

(13) 取締役および監査役の研鑽  

当社は、必要に応じて、社外取締役・社外監査役を含む取締役および監査役に対して、

会社の事業・財務・法務・組織等経営に関する必要な知識の習得の機会を提供します。 
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5． 株主との対話 
 

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する IR ポリシ

ーを別途定め、開示します。 

 

6． 本方針の改廃 
 

本方針の改廃は取締役会決議によって行います。 

 

以上 


